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議案第１５号 

 

渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年２月１８日 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例の一部を改正する条例 

渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例（平成３０年渋谷区条例第６号）の

一部を次のように改正する。 

第４条に次の１項を加える。 

３ 住宅宿泊事業者等は、住宅宿泊事業の適正な運営に関し、届出住宅の周辺地域の

住民、町会その他関係団体から協議又は説明を求められた場合は、これに誠実に対

応しなければならない。 

第６条中「者」の次に「（以下「届出予定者」という。）」を加え、「住民及び町

会」を「区規則で定める者（以下「住民等」という。）」に、「７日」を「６０日」

に、「行わなければ」を「行い、区規則で定めるところにより区長に報告しなければ

」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 届出予定者は、住民等から営もうとする住宅宿泊事業の計画についての説明を受

けたい旨の申出があったときは、説明会の実施その他の方法により説明しなければ

ならない。 

第７条第１項第１号中「及び第二種中高層住居専用地域」を「、第二種中高層住居

専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域」に改め、同条第４項を

次のように改める。 

４ 住宅宿泊事業者のうち法第１１条第１項第１号及び第２号のいずれにも該当しな

いものについては、前項の規定は適用しない。 

第７条第５項を削る。 
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第８条を次のように改める。 

第８条 削除 

第１３条を第１４条とし、第１２条を第１３条とし、第１１条を第１２条とし、第

１０条の次に次の１条を加える。 

（届出住宅の公表） 

第１１条 区長は、届出住宅に関する次に掲げる事項について、公表するものとする。 

⑴ 届出番号 

⑵ 届出年月日 

⑶ 所在地 

⑷ 連絡先 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。ただし、第６条の改正規定及び同

条に１項を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第６条及び第７条の規定は、令和８年７月１日以後に住宅宿泊事業法（

平成２９年法律第６５号）第３条第１項の届出をした者について適用し、同日前に

同項の届出をした者については、なお従前の例による。 

（条例の見直し） 

３ 区長は、この条例の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。 

 

 

（説明） 

住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図るため、条例の一部を改正する必要があるの

で、この案を提出する。 


